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私たち監事は、平成� 25部4月1日から平成� 26年3月31詰までの事業年度の理事の

職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたし

す。� 

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を躍り、情報の~文集及び監査の環境の繋欝

に務めるとともに、理事会その他重要な会議に出痛し、理事及び使用人等かちその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、麓要な決裁書額等を関

し、業務及び爵薮の状認を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業主ド既

に採る事業報告について検討いたしまし~。

さらに、会計帳簿又はこれ立関する資料の調査を行い、~接事業年震に孫る

難〈貸借対照表及び正味財産増減計算欝)及びその附属現縞審議びと規産自録について

検討いたしました。� 

2 監査意見� 

(1) 事業報告及びその間麗境範撃の艶驚結果

①事業報告及びその附属明織替は、法舎及び定款に稜い、法人の状況をましく

示しているものと認めます。� 

@ 理事の職務の執行に闘する不正の行為又は法令殺しくは定款に違反する護

大な事識は認められません。� 

(2) 計算書類及びその関麗明織議並びに財産自録の監査結果

計算書類及びその鮒属明細審議び足掛産自録は、法人の財葉及び摸議の状況をす

べての重要なJ点において適正に示しているものと認め
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